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三
八
一

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
地
域
振
興
局
身

延
建
設
部
に
お
い
て
、こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
六
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
富
士
川
身
延
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

南
巨
摩
郡
南
部
町
大
字
内
船
字
外
古
御
所
七
八
七

旧

一
二
・
五
〜

六
五
・
〇

三
番
の
一
地
先
か
ら

三
一
・
五

南
巨
摩
郡
南
部
町
大
字
内
船
字
外
中
田
四
六
七
七

番
地
先
ま
で

新

一
二
・
〇
〜

六
〇
・
〇

一
四
・
〇

山
梨
県
告
示
第
二
百
五
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
地
域
振
興
局
身

延
建
設
部
に
お
い
て
、こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
六
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
日
向
宿
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

南
巨
摩
郡
南
部
町
大
字
万
沢
字
日
向
一
二
七
七
四

旧

三
・
八
〜

二
八
〇
・
〇

番
の
一
地
先
か
ら

六
・
五

南
巨
摩
郡
南
部
町
大
字
万
沢
字
上
ノ
嶋
一
二
八
九

二
番
の
一
地
先
ま
で

新

六
・
二
〜

二
八
〇
・
〇

一
一
・
〇

山
梨
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
北
麓
・
東
部
地

域
振
興
局
都
留
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
六
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
四
日
市
場
上
野
原
線

三
　
道
路
の
区
域

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
八
十
号
　
　
平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
七
五

山
梨
県
公
報
平
成
十
六
年

五
月
三
十
一
日

第
千
四
百
八
十
号

月　曜　日



区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

南
都
留
郡
秋
山
村
字
西
原
四
二
〇
番
の
三
地
先
か

旧

六
・
〇
〜

五
〇
二
・
六

ら

一
八
・
二

南
都
留
郡
秋
山
村
字
瀬
戸
原
五
二
六
番
の
三
地
先

ま
で

新

一
〇
・
〇
〜

五
〇
二
・
六

二
九
・
四

山
梨
県
告
示
第
二
百
五
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
地
域
振
興
局
身

延
建
設
部
に
お
い
て
、こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
六
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
南
ア
ル
プ
ス
公
園
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
字
粟
倉
字
増
野
二
二
八
〇
番

旧

四
・
四
〜

七
六
・
六

の
一
地
先
か
ら

二
四
・
二

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
字
粟
倉
字
根
岸
六
九
七
番
の

一
地
先
ま
で

新

一
二
・
八
〜

七
六
・
六

四
三
・
六

山
梨
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
地
域
振
興
局
市

川
建
設
部
に
お
い
て
、こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
六
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
栃
代
常
葉
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

西
八
代
郡
下
部
町
大
字
清
沢
字
上
日
向
二
二
一
番

旧

一
八
・
三
〜

五
九
・
〇

の
一
地
先
か
ら

二
三
・
六

西
八
代
郡
下
部
町
大
字
清
沢
字
上
日
向
二
〇
四
番

の
一
地
先
ま
で

新

一
八
・
五
〜

五
九
・
〇

三
三
・
九

山
梨
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
地
域
振
興
局
身

延
建
設
部
に
お
い
て
、こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
六
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
富
士
川
身
延
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

南
巨
摩
郡
南
部
町
大
字
井
出
字
上
り
谷
戸
一
五
一

旧

八
・
六
〜

三
六
・
六

六
番
の
三
地
先
か
ら

一
〇
・
二

南
巨
摩
郡
南
部
町
大
字
井
出
字
上
り
谷
戸
一
五
一

六
番
の
三
地
先
ま
で

新

一
三
・
六
〜

三
六
・
六

一
八
・
四

山
梨
県
告
示
第
二
百
六
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
北
地
域
振
興
局
建

設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
六
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
八
十
号
　
　
平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

三
七
六



平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

島
上
条
宮
久

北
巨
摩
郡
双
葉
町
大
字
竜
地
字
滝
ヶ

四
九
〇
・
〇
平
成
十
六
年

保
絵
見
堂
線

池
六
六
〇
四
番
地
先
か
ら

五
月
三
十
一

北
巨
摩
郡
双
葉
町
大
字
大
垈
字
松
葉

日

五
九
番
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
二
百
六
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
地
域
振
興
局
身

延
建
設
部
に
お
い
て
、こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
六
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

富
士
川
身
延

南
巨
摩
郡
南
部
町
大
字
内
船
字
外
古

二
〇
・
〇
平
成
十
六
年

線

御
所
七
八
七
三
番
の
一
地
先
か
ら

五
月
三
十
一

南
巨
摩
郡
南
部
町
大
字
内
船
字
外
中

日

田
四
七
二
四
番
の
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
北
地
域
振
興
局
建

設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
六
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

駒
ヶ
岳
公
園

北
巨
摩
郡
白
州
町
大
字
横
手
字
中
原

一
一
四
・
〇
平
成
十
六
年

線

一
二
七
九
番
の
二
地
先
か
ら

五
月
三
十
一

北
巨
摩
郡
白
州
町
大
字
大
坊
字
前
田

日

三
五
番
の
二
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
地
域
振
興
局
身

延
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
六
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

南
ア
ル
プ
ス

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
字
粟
倉
字
蟹
沢

六
〇
・
五
平
成
十
六
年

公
園
線

八
一
七
番
の
四
地
先
か
ら

五
月
三
十
一

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
字
粟
倉
字
蟹
沢

日

八
一
九
番
の
三
地
先
ま
で

公
　
　
　
告

'

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
に
つ
い
て

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
し
よ
う
と
す
る
鳥
獣
保
護
区
の
名
称
、
区
域
等
を
次
の
と
お
り
公
告
し
、

こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
六
月
十
三
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
鳥
獣
保
護
区
の
名
称

笊
ケ
岳
鳥
獣
保
護
区

二
　
鳥
獣
保
護
区
の
区
域

県
有
林
第
三
十
八
林
班
は
、
は
、
に
、
に
及
び
に
小
班
、
第
三
十
九
林
班
い
、
い
、
い
、
い
、
ろ

、
ろ
、
ろ
、
ろ
、
は
、
は
、
は
、
は
、
は
、
は
、
に
、
に
、
ほ
、
ほ
、
イ
、
ロ
及
び
ハ
小
班
、
第
四

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
八
十
号
　
　
平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

三
七
七

２

４

３

４

３

５

７

８

２

３

１

２

６

３

１

２

３

２

４

３

１

１

２



十
二
林
班
は
、
ろ
、
ろ
、
ろ
、
ろ
及
び
イ
小
班
、
第
四
十
三
林
班
並
び
に
第
四
十
四
林
班
い
、
ろ
、

ろ
、
ろ
、
ろ
、
ろ
、
ろ
、
ろ
、
は
及
び
は
小
班

三
　
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間

平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案

１
　
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

２
　
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
該
地
域
は
、
南
ア
ル
プ
ス
の
南
部
に
位
置
し
、
高
峰
の
笊
ケ
岳
（
標
高
二
千
六
百
二
十
九
メ

ー
ト
ル
）
を
中
心
と
す
る
山
岳
地
域
で
、
地
形
は
急
峻
で
谷
が
深
く
南
ア
ル
プ
ス
地
域
で
も
秘
境

の
地
で
あ
る
。

当
該
地
域
の
植
生
は
、
笊
ケ
岳
山
頂
付
近
に
は
国
内
の
南
限
に
近
い
ハ
イ
マ
ツ
林
が
分
布
し
、

標
高
二
千
メ
ー
ト
ル
か
ら
二
千
五
百
メ
ー
ト
ル
付
近
に
は
コ
メ
ツ
ガ
、
シ
ラ
ビ
ソ
、
オ
オ
シ
ラ
ビ

ソ
、
ト
ウ
ヒ
等
の
亜
高
山
帯
の
針
葉
樹
林
が
発
達
し
、
標
高
千
四
百
メ
ー
ト
ル
の
山
腹
部
分
に
は

ミ
ズ
ナ
ラ
、
イ
タ
ヤ
カ
エ
デ
、
ク
マ
シ
デ
、
ヒ
メ
シ
ャ
ラ
等
の
広
葉
樹
林
が
発
達
し
て
お
り
、
貴

重
な
原
生
林
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
当
該
地
域
で
は
、
獣
類
で
は
、
大
型
哺ほ

乳
類
の
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
、
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
及

び
ニ
ホ
ン
ジ
カ
を
は
じ
め
、
中
型
哺ほ

乳
類
の
キ
ツ
ネ
、
テ
ン
等
、
ま
た
、
小
型
哺ほ

乳
類
で
は
ア
カ

ネ
ズ
ミ
の
ほ
か
希
少
な
ヒ
ミ
ズ
、
ト
ガ
リ
ネ
ズ
ミ
等
が
確
認
さ
れ
、
鳥
類
で
は
、
イ
ワ
ヒ
バ
リ
、

ホ
シ
ガ
ラ
ス
、
ル
リ
ビ
タ
キ
、
メ
ボ
ソ
ム
シ
ク
イ
等
の
高
山
・
亜
高
山
帯
を
好
む
森
林
性
の
鳥
類

を
中
心
に
ク
マ
タ
カ
、
オ
オ
タ
カ
等
の
猛
禽
類
も
生
息
す
る
等
、
豊
か
な
植
生
に
支
え
ら
れ
多
種

多
様
な
鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
県
で
は
昭
和
四
十
七
年
に
山
梨
県
自
然
環
境
保
全
条
例
（
昭
和
四
十
六
年

山
梨
県
条
例
第
三
十
八
号
）
に
基
づ
く
自
然
保
存
地
区
と
し
て
指
定
し
、
良
好
な
自
然
環
境
の
保

全
を
図
っ
て
き
た
。

さ
ら
に
、
平
成
十
三
年
度
に
は
環
境
省
が
提
唱
す
る
「
生
物
多
様
性
保
存
の
た
め
の
国
土
区
分

ご
と
の
重
要
地
域
」
に
指
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

現
在
指
定
さ
れ
て
い
る
自
然
保
存
地
区
を
よ
り
実
効
性
あ
る
も
の
と
し
、
豊
か
な
森
林
資
源
に

生
息
す
る
多
様
な
野
生
鳥
獣
を
含
め
た
自
然
生
態
系
全
体
の
保
護
を
図
る
た
め
、
鳥
獣
保
護
区
と

し
て
指
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

３
　
鳥
獣
保
護
区
の
管
理
方
針

（一）

鳥
獣
の
生
息
及
び
繁
殖
の
た
め
に
必
要
な
巣
箱
、
給
水
、
給
餌
等
の
施
設
の
設
置
に
努
め
る
。

（二）

鳥
獣
保
護
区
域
内
に
お
け
る
捕
獲
等
が
さ
れ
な
い
よ
う
巡
視
に
努
め
る
。

（三）

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
の
意
義
に
つ
い
て
、
一
般
県
民
に
対
し
普
及
啓
発
に
努
め
る
。

五
　
一
か
ら
四
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
縦
覧
場
所

山
梨
県
森
林
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
及
び
峡
南
地
域
振
興
局
林
務
環
境
部

'

特
別
保
護
地
区
の
指
定
に
つ
い
て

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
九
条

第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
し
よ
う
と
す
る

特
別
保
護
地
区
の
名
称
、
区
域
等
を
次
の
と
お
り
公
告
し
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
六
月
十

三
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
大
菩
薩
特
別
保
護
地
区

１
　
特
別
保
護
地
区
の
名
称

大
菩
薩
特
別
保
護
地
区

２
　
特
別
保
護
地
区
の
区
域

県
有
林
第
九
十
林
班
ほ
、
と
、
と
、
と
、
と
、
と
、
と
、
ち
、
イ
、
イ
、
イ
、
ニ
及
び
ホ
小
班

並
び
に
第
九
十
一
林
班
い
、
い
、
イ
、
ロ
及
び
ハ
小
班

３
　
特
別
保
護
地
区
の
存
続
期
間

平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４
　
特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案

（一）

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

（二）

特
別
保
護
地
区
の
指
定
目
的

当
該
地
区
を
含
め
た
地
域
は
、
大
菩
薩
峠
（
標
高
千
八
百
九
十
七
メ
ー
ト
ル
）
を
中
心
と
し

た
亜
高
山
帯
の
地
域
で
あ
り
、
植
生
は
尾
根
沿
い
に
ヤ
ナ
ギ
ラ
ン
、
オ
オ
バ
ギ
ボ
ウ
シ
、
ミ
ヤ

コ
ザ
サ
等
が
優
先
す
る
草
原
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
周
辺
に
は
ダ
ケ
カ
ン
バ
、
ジ
ソ
ウ
カ
ン
バ

等
の
広
葉
樹
を
混
生
し
た
シ
ラ
ベ
及
び
コ
メ
ツ
ガ
林
が
広
が
り
、
さ
ら
に
そ
の
下
部
に
は
カ
ラ

マ
ツ
植
林
が
多
い
が
自
然
林
で
あ
る
ミ
ズ
ナ
ラ
及
び
ブ
ナ
の
広
葉
樹
林
も
残
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
当
該
地
域
で
は
、
獣
類
で
は
、
大
型
哺ほ

乳
類
の
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
、
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ

及
び
ニ
ホ
ン
ジ
カ
を
は
じ
め
、
中
型
哺ほ

乳
類
の
キ
ツ
ネ
、
テ
ン
等
、
ま
た
、
小
型
哺ほ

乳
類
で
は

ニ
イ
ガ
タ
ヤ
チ
ネ
ズ
ミ
、
ヒ
メ
ヒ
ミ
ズ
等
が
確
認
さ
れ
、
鳥
類
で
は
、
メ
ボ
ソ
ム
シ
ク
イ
、
コ

ル
リ
等
の
亜
高
山
帯
の
種
か
ら
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
、
ホ
オ
ジ
ロ
、
ウ
グ
イ
ス
等
の
低
山
帯
の
種
ま

で
多
様
な
鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
八
十
号
　
　
平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

三
七
八

１

１

２

３

４

４

１

２

３

４

５

６

７

１

２

１

２

２

３

４

５

７

１

２

３

６

３

４

１



以
上
の
地
域
の
う
ち
、
原
生
な
自
然
環
境
が
保
存
さ
れ
て
い
る
中
核
的
な
地
域
を
特
別
保
護

地
区
に
指
定
す
る
こ
と
で
鳥
獣
の
生
息
環
境
の
保
全
を
図
る
も
の
と
す
る
。

（三）

鳥
獣
保
護
区
の
管
理
方
針

a

定
期
的
に
巡
視
を
実
施
す
る
等
に
よ
り
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
及
び
そ
の
生
息
地
の
環

境
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
る
。

s

特
別
保
護
地
区
の
指
定
の
意
義
に
つ
い
て
、
一
般
県
民
に
対
し
普
及
啓
発
に
努
め
る
。

５
　
１
か
ら
４
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
縦
覧
場
所

山
梨
県
森
林
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
及
び
峡
東
地
域
振
興
局
林
務
環
境
部

二
　
白
鳳
特
別
保
護
地
区

１
　
特
別
保
護
地
区
の
名
称

白
鳳
特
別
保
護
地
区

２
　
特
別
保
護
地
区
の
区
域

県
有
林
第
一
林
班
イ
、
ロ
及
び
ハ
小
班
、
第
二
林
班
い
、
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
及
び
ホ
小
班
、
第

三
林
班
イ
及
び
ロ
小
班
、
第
六
林
班
ロ
小
班
、
第
八
林
班
ニ
及
び
ホ
小
班
、
第
九
林
班
イ
、
ロ
及

び
ハ
小
班
、
第
十
林
班
イ
、
ロ
及
び
ハ
小
班
、
第
十
一
林
班
イ
小
班
、
第
十
三
林
班
イ
及
び
ロ
小

班
、
第
十
四
林
班
、
第
十
五
林
班
、
第
十
六
林
班
、
第
十
七
林
班
、
第
十
八
林
班
、
第
二
十
林
班

い
、
ロ
及
び
イ
小
班
、
第
二
十
一
林
班
い
、
ろ
及
び
ろ
小
班
、
第
二
十
二
林
班
ろ
及
び
イ
小
班
、

第
七
十
七
林
班
イ
、
ロ
、
ハ
及
び
ニ
小
班
、
第
七
十
八
林
班
い
及
び
ロ
小
班
並
び
に
第
七
十
九
林

班
い
及
び
ロ
小
班

３
　
特
別
保
護
地
区
の
存
続
期
間

平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４
　
特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案

（一）

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

大
規
模
生
息
地
の
保
護
区

（二）

特
別
保
護
地
区
の
指
定
目
的

当
該
地
区
を
含
め
た
南
ア
ル
プ
ス
地
域
は
、
南
ア
ル
プ
ス
の
主
峰
で
あ
る
北
岳
（
標
高
三
千

百
九
十
二
メ
ー
ト
ル
）
を
含
む
白
根
三
山
（
北
岳
、
間
ノ
岳
（
標
高
三
千
百
八
十
九
メ
ー
ト
ル

）、
農
鳥
岳
（
標
高
三
千
二
十
六
メ
ー
ト
ル
））、
仙
丈
ケ
岳
（
標
高
三
千
三
十
三
メ
ー
ト
ル

）
及
び
鳳
凰
三
山
（
薬
師
岳
（
標
高
二
千
七
百
八
十
メ
ー
ト
ル
）、
観
音
岳
（
標
高
ニ
千
八
百

四
十
メ
ー
ト
ル
）、
地
蔵
ヶ
岳
（
標
高
ニ
千
七
百
六
十
四
メ
ー
ト
ル
））
を
中
心
と
し
た
高
山

帯
の
地
域
で
あ
り
、
中
心
部
に
は
野
呂
川
が
流
れ
地
形
は
急
峻
で
谷
が
深
い
。

当
該
地
域
の
植
生
は
、
標
高
三
千
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
山
の
頂
上
付
近
に
は
北
岳
の
キ
タ
ダ

ケ
ソ
ウ
を
は
じ
め
と
し
た
貴
重
な
高
山
植
物
や
ハ
イ
マ
ツ
が
分
布
し
、
そ
の
下
部
に
は
ウ
ラ
ジ

ロ
ナ
ナ
カ
マ
ド
、
ダ
ケ
カ
ン
バ
等
の
広
葉
樹
林
や
コ
メ
ツ
ガ
、
シ
ラ
ビ
ソ
、
オ
オ
シ
ラ
ビ
ソ
等

の
針
葉
樹
林
が
発
達
し
、
さ
ら
に
そ
の
下
部
に
は
ブ
ナ
及
び
ミ
ズ
ナ
ラ
の
林
が
分
布
し
て
お
り

高
山
帯
か
ら
亜
高
山
帯
ま
で
の
植
生
を
示
す
林
相
の
変
化
に
富
ん
だ
地
域
で
あ
る
。

ま
た
、
当
該
地
域
で
は
、
獣
類
で
は
、
大
型
哺ほ

乳
類
の
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
、
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ

及
び
ニ
ホ
ン
ジ
カ
を
は
じ
め
、
中
型
哺ほ

乳
類
の
キ
ツ
ネ
、
タ
ヌ
キ
、
ニ
ホ
ン
ザ
ル
等
、
ま
た
、

小
型
哺ほ

乳
類
で
は
高
山
性
の
オ
コ
ジ
ョ
の
ほ
か
希
少
な
ニ
イ
ガ
タ
ヤ
チ
ネ
ズ
ミ
、
ヒ
メ
ヒ
ミ
ズ

及
び
ト
ガ
リ
ネ
ズ
ミ
が
確
認
さ
れ
、
鳥
類
で
は
、
特
別
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
ラ
イ

チ
ョ
ウ
を
は
じ
め
、
希
少
な
イ
ヌ
ワ
シ
、
ク
マ
タ
カ
等
の
猛
禽
類
の
ほ
か
、
イ
ワ
ヒ
バ
リ
、
メ

ボ
ソ
ム
シ
ク
イ
、
コ
マ
ド
リ
、
ビ
ン
ズ
イ
等
の
高
山
・
亜
高
山
性
の
種
か
ら
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
、

メ
ジ
ロ
、
ホ
オ
ジ
ロ
等
の
低
山
帯
の
種
ま
で
多
種
多
様
な
鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
。
特
に
ラ
イ

チ
ョ
ウ
は
、
南
ア
ル
プ
ス
の
中
で
も
最
も
個
体
数
が
多
い
地
域
で
あ
り
、
生
息
し
、
又
は
生
育

す
る
動
植
物
は
ラ
イ
チ
ョ
ウ
、
キ
タ
ダ
ケ
ソ
ウ
等
の
遺
存
種
を
は
じ
め
、
キ
タ
ダ
ケ
キ
ン
ポ
ウ

ゲ
等
の
希
少
な
固
有
種
が
多
く
国
内
で
も
有
数
の
自
然
環
境
を
有
す
る
地
域
で
あ
る
。

以
上
の
地
域
の
う
ち
、
最
も
固
有
の
生
態
系
を
有
す
る
中
核
的
な
地
域
を
特
別
保
護
地
区
に

指
定
す
る
こ
と
で
鳥
獣
の
生
息
環
境
の
保
全
を
図
る
も
の
と
す
る
。

（三）

鳥
獣
保
護
区
の
管
理
方
針

a

定
期
的
に
巡
視
を
実
施
す
る
等
に
よ
り
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
及
び
そ
の
生
息
地
の

環
境
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
る
。

s

特
別
保
護
地
区
の
指
定
の
意
義
に
つ
い
て
、
一
般
県
民
に
対
し
普
及
啓
発
に
努
め
る
。

５
　
１
か
ら
４
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
縦
覧
場
所

山
梨
県
森
林
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
並
び
に
峡
中
及
び
峡
南
各
地
域
振
興
局
林
務
環
境
部

'

平
成
十
六
年
度
山
梨
県
改
良
普
及
員
資
格
試
験
の
実
施

山
梨
県
改
良
普
及
員
資
格
試
験
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
山
梨
県
改
良
普
及
員
資
格
試
験
を
実
施
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
試
験
の
期
日
及
び
場
所

１
　
期
日
　
平
成
十
六
年
八
月
十
八
日
（
水
）
及
び
同
月
十
九
日
（
木
）

２
　
場
所
　
甲
府
市
飯
田
一
丁
目
二
番
四
号
　
ザ
・
ホ
テ
ル
紫
玉
苑

二
　
受
験
願
書
の
受
付
期
間
及
び
受
付
場
所

１
　
受
付
期
間
　
平
成
十
六
年
六
月
七
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
八
日
（
金
）
ま
で
の
山
梨
県
の
休
日

を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
を
除
く
毎
日
、
午
前
九

時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
六
月

十
八
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
有
効
と
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
八
十
号
　
　
平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

三
七
九

３

１

２

１

２

２

１

３

１

１



２
　
受
付
場
所
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
農
政
部
農
業
技
術
課
（
電
話
〇
五
五

│
二
二
三
│
一
六
一
七
）

三
　
受
験
手
続

１
　
提
出
書
類

（一）

受
験
願
書

（二）

履
歴
書

（三）

最
終
学
校
卒
業
証
明
書
若
し
く
は
卒
業
見
込
証
明
書
、
最
終
学
校
修
了
証
明
書
若
し
く
は
修

了
見
込
証
明
書
又
は
検
定
合
格
証
明
書

（四）

山
梨
県
改
良
普
及
員
資
格
試
験
条
例
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
又

は
山
梨
県
改
良
普
及
員
資
格
試
験
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
六
号
）
第

二
条
第
三
号
に
該
当
す
る
者
は
、
そ
の
職
務
に
従
事
し
た
期
間
に
つ
き
、
受
験
有
資
格
者
で
あ

る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

（五）

写
真
（
受
験
願
書
提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
向
、
上
半
身
、
無
帽
で
、
縦
四
・
五

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
大
き
さ
の
無
台
紙
の
も
の
で
あ
っ
て
、
裏

面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
一
枚

２
　
受
験
票
の
交
付

受
験
票
は
、
受
験
願
書
等
を
審
査
し
、
受
験
資
格
が
あ
る
と
認
め
た
者
に
対
し
て
交
付
す
る
。

四
　
受
験
手
数
料

１
　
三
千
円
（
受
験
願
書
に
三
千
円
に
相
当
す
る
額
面
の
山
梨
県
収
入
証
紙
を
は
り
付
け
、
消
印
し

な
い
こ
と
。）

２
　
受
験
手
数
料
は
、
出
願
を
取
り
消
し
、
又
は
受
験
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
還
付
し
な
い
。

'

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

韮
崎
市
穂
坂
町
大
字
宮
久
保
字
三
百
水
七
二
二
の
一
、
七
二
二
の
二
、
七
二
五
の
三
、
七
二
七
の

二
、
七
二
九
の
二
、
七
三
〇
の
一
、
七
三
四
の
一
、
七
三
四
の
三
、
七
三
五
の
一
、
七
三
八
の
一
、

七
三
八
の
二
、
七
三
八
の
四
、
七
四
三
、
七
四
四
、
七
四
五
の
一
、
七
四
五
の
二
、
七
四
五
の
三
、

七
四
五
の
七
、
七
五
二
の
二
、
七
五
二
の
三
、
七
五
二
の
四
、
七
六
三
の
一
、
七
六
三
の
三
、
七
六

〇
の
一
、
七
六
〇
の
二
、
七
六
〇
の
三
、
七
六
〇
の
四
、
七
六
〇
の
五
、
七
六
一
の
一
、
七
六
二
の

一
、
七
六
二
の
二
、
及
び
七
六
八
の
五
の
区
域

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類

位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

水
　
　
路

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
北
地
域
振
興
局
建
設
部
及
び
韮
崎

市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
字
三
百
水
七
三
四
番
　
日
邦
プ
リ
シ
ジ
ョ
ン
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

古
屋
正
次

そ
　
の
　
他

'

落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

山
梨
県
立
中
央
病
院
管
理
局
長
　
　
中
　
　
村
　
　
紘
　
　
昭

一
　
落
札
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

山
梨
県
立
中
央
病
院
清
掃
業
務
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
立
中
央
病
院
管
理
局
総
務
課
　
山
梨
県
甲
府
市
富
士
見
一
丁
目
一
番
一
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日

四
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

日
本
美
装
株
式
会
社
山
梨
支
店
　
山
梨
県
甲
府
市
塩
部
二
丁
目
三
番
二
十
号
の
一
〇
一

五
　
落
札
金
額

六
千
百
九
十
五
万
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
六
年
二
月
九
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
八
十
号
　
　
平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

三
八
〇



'
落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十

五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の

で
あ
る
。

平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

山
梨
県
立
中
央
病
院
管
理
局
長
　
　
中
　
　
村
　
　
紘
　
　
昭

一
　
随
意
契
約
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

山
梨
県
立
中
央
病
院
病
院
内
業
務
系
シ
ス
テ
ム
保
守
業
務
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
立
中
央
病
院
管
理
局
総
務
課
　
山
梨
県
甲
府
市
富
士
見
一
丁
目
一
番
一
号

三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

東
芝
住
電
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
ズ
株
式
会
社
　
東
京
都
品
川
区
東
品
川
四
丁
目
十
番
十
三
号

五
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

一
億
九
十
万
九
千
六
百
二
十
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由
　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

'

落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十

五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の

で
あ
る
。

平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

山
梨
県
立
中
央
病
院
管
理
局
長
　
　
中
　
　
村
　
　
紘
　
　
昭

一
　
随
意
契
約
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

Ｍ
Ｒ
Ｉ
他
放
射
線
機
器
保
守
点
検
業
務
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
立
中
央
病
院
管
理
局
総
務
課
　
山
梨
県
甲
府
市
富
士
見
一
丁
目
一
番
一
号

三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

シ
ー
メ
ン
ス
旭
メ
デ
ィ
テ
ッ
ク
株
式
会
社
西
東
京
セ
ー
ル
ス
エ
リ
ア
オ
フ
ィ
ス
　
東
京
都
品
川
区

東
五
反
田
三
丁
目
二
十
番
十
四
号

五
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

三
千
八
百
八
十
五
万
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由
　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

正
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

○
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日
山
梨
県
規
則
第
十
六
号
（
租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
特
定
民
間
再
開

発
事
業
等
に
係
る
認
定
事
務
取
扱
規
則
）

六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
租
税
特
別
措
置
法
　
　
　
　
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
租
税
特
別
措
置
法
　
　
　
　
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
八
十
号
　
　
平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

三
八
一



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
八
十
号
　
　
平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

三
八
二


